
　　　　　　　　　　　中野市ふるさと交流拠点施設　
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　　　　　　　　　　　　　　〒 389-2101 長野県中野市大字豊津 2508
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 TEL ＆ FAX 0269-38-0383

中野市ふるさと交流拠点施設

タカギセイコーふるさとパーク

利用案内

施設についてはコチラから➡

※この利用案内は令和５年 11 月１日現在の内容です。今後改定することがありますので、HP にて最新の状況をご確認ください。
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中野市ふるさと交流拠点施設　タカギセイコーふるさとパーク

施設のご利用について
　この度は、中野市ふるさと交流拠点施設「タカギセイコーふるさとパーク」のご利用を
ご検討いただき誠にありがとうございます。
　ご利用に際しましては、本「利用案内」をお読みのうえ、お手続きくださいますようお
願いいたします。

利用時間
　8:00 ～ 17:00（水･ 金 ８:00 ～ 20:00）

休 業 日
　毎週木曜日（祝日・振替休日の場合は、その翌日）
　年末年始（12月29日～１月３日）

利用料金

利　用　区　分 利 用 料

中 学 生 以 下 １ 日 １ 人 150 円

一 般 １ 日 １ 人 300 円

専用する場合

午前８時から正午まで 12,000 円

正午から午後４時まで 12,000 円

午後４時から午後８時まで 12,000 円

（備考）　１　専用する場合の照明料は、１時間当たり 1,800 円とする。
　　　　　　（１時間未満は１時間とする。）
　　　　２　未就学児は、無料とする。
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施設概要

〇グラウンド（走路部分照明あり）　
•
 

400 ｍトラック３レーン（全天候型）
•
 

クレイ舗装２レーン
•
 

走り幅跳び（全天候・走路幅：1.22 ｍ）
•
 

多目的グラウンド（人工芝：68 ｍ× 50 ｍ）
　少年サッカー＝１面
　フットサル＝２面
•
 

アイシングプール
•
 

パークヨガ、太極拳など
•
 

スポーツ以外のイベント利用

〇アリーナ（広さ：30.5 ｍ× 17.9 ｍ：ステージ 13.3 ｍ× 4.5 ｍ）
•
 

球技利用
　バスケットボール＝１面
　バレーボール＝２面
　バドミントン＝３面
　卓球＝２卓
•  
 

ダンス、音楽練習など多目的にご利用い
ただけます

•
 

更衣室、トイレ

〇芝生広場
•
 

無料でご利用いただけます。
•
 

天然芝広場
　 マルシェ・ワークショップなどにご利用

いただけます。ご利用希望の場合は、あら
かじめ施設までお問い合わせください。

•
 

駐車場 45 台
•
 

一周約 330 ｍの園路
•
 

健康遊具（７種類）
•
 

トイレ棟
•
 

ベンチ
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所在地
　長野県中野市大字永江 1834 番地４　標高 412 ｍ　（旧・永田小学校）
　　　　　　Mapcode：54 742 852*35

アクセス
■車：上信越自動車道　豊田飯山 IC から 1.5km、車で２分
■鉄道・バス：長野電鉄「信州中野駅」又は JR 飯山線「替佐駅」で下車、駅前から長電バス
　　　　　　　「永田・親川線」に乗車、「南沖団地」又は「永田」で下車、徒歩２分
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施設の利用にあたって
　１ 　施設の利用に当たっては、個人・団体を問わずご利用いただけますが、グラウンド

及びアリーナいずれも原則として共用使用となります。
　２ 　利用料金表にある「専用する場合」とは、イベント・大会等施設全体を使用して開

催する場合としております。この場合、他の方の施設利用はできません。
　３ 　このほか、市主催の行事や指定管理者が主催するイベント等によりご利用いただけ

ない日があります。
　４ 　２の規定にかかわらず、２による専用利用のない平日（土・日・祝日以外の日）の

午前８時から午後４時の間に限り、アリーナのみの専用利用を受け付けます。
　５　この場合の利用料は、「専用する場合」の該当区分によります。
　６ 　芝生広場において、マルシェ・ワークショップなどの開催を予定される場合には、

あらかじめ指定管理者にご相談ください。また、販売行為を行う場合には市長の許可
が必要となります。この場合には「中野市ふるさと交流拠点施設販売行為許可申請書」
の提出をお願いいたします。

　７ 　施設の利用に当たっては、中野市ふるさと交流拠点施設条例及び同条例施行規則に
定める事項をお守りください。

　※ 　以下、「専用する場合」の利用を「専用利用」、「専用利用」以外の利用を「一般利用」
としてご案内いたします。

施設の利用申込方法

Ａ　専用利用

　１　施設全体を使用するイベント・大会等に限り専用してご利用いただけます。
　２ 　専用利用をご希望の方は、あらかじめ施設ホームページから又は指定管理者あて電

話にてお申し込みください。（６箇月前の月の初日の午前 10 時から申込みいただけ
ます。）施設ホームページはコチラ　→　

　３ 　市主催の行事や指定管理者が主催するイベント等により専用利用いただけない日が
あります。お申し込みの結果につきましては、５営業日中に連絡させていただきます。

　４ 　連絡後、「中野市ふるさと交流拠点施設利用許可申請書」をご提出ください。申請
日より７日以内に「利用許可書」及び「請求書」を発行いたします。「利用許可書」
は利用日当日ご持参いただきますので、大切に保管してください。
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　５ 　請求書発行日より 14 日以内に全額を振込みにてお支払いください。なお、施設事
務室にてキャッシュレス決済にてお支払いいただくことも可能です。ご希望の方は、
事前にお申し出ください。

　　〈注意事項〉
　　・振込手数料は、ご利用者様の負担となりますので、ご了承ください。
　　・お振込みは、必ず、利用申請者名と同じ名義でお振込みください。
　　・期日までに入金が確認できない場合、利用許可を取り消す場合がございます。
　６　 やむを得ず利用の取消を行う場合には、「利用取消届」をご提出いただきます。必

ずお電話にてご連絡のうえ、ご提出ください。
　７ 　利用許可日以降の利用取消は、取消届出日によりキャンセル料が掛かります。キャ

ンセル料は、15 日前までは 50％、14 日以内の場合は 100％徴収させていただきます。
なお、返金の際には、振込手数料等を差し引いてお支払いいたします。

　８　専用利用の有無等につきましては、施設ホームページにてご確認いただけます。

Ｂ　一般利用

　１ 　専用利用によりご利用いただけない日があります。専用利用の有無等につきましては、
施設ホームページにてご確認ください。

　２ 　利用日当日、施設事務室にて受付後、利用料をお支払いください。用器具をご利用の
場合は合わせて使用料金をお支払いください。

　３　お支払いには、現金・カード・キャッシュレス決済がご利用いただけます。
　４　グループ等でご利用の場合は、まとめて受付が可能です。
　５　施設の混雑予想につきましては、施設ホームページにてご確認いただけます。
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利用上の注意事項

　１ 　施設を利用する場合は、必ず受付を済ませた後に使用してください。
　２ 　施設の入場時間は午前８時から、退場時間は午後５時となっております。ただし、

水曜日及び金曜日に限り退場時間が午後８時となっております。時間を厳守してくだ
さい。

　３　投てき、高跳び及び棒高跳び競技はできません。
　４　全天候１レーン及びクレーレーンでのスパイク使用は禁止します。（大会等を除く。）
　５ 　スパイクは必ず並行ピンとし、７㎜以内とします。また、トラック以外での陸上ス

パイク使用は禁止します。
　６　ハードルの設置に当たっては、混雑状況を勘案し、安全に配慮して行ってください。
　７　混雑時は、危険ですので逆走はしないでください。
　８ 　練習に用器具の使用を希望する場合には、受付で申し出ください。使用後は、用器

具を清掃のうえ返却してください。
　９ 　用器具の貸出数には限りがありますので、譲り合ってご使用ください。ただし、貸

し出しを行わない用器具もありますので、詳しくは受付までお問い合わせください。
　10 　お持ち込みのトレーニング用器材・器具については、トラック内での使用、設置

は禁止とします。
　11 　競技場内にテーピングテープなどを貼らないでください。マーキング等でやむを

得ず貼る場合は、練習後必ずはがしてお持ち帰りください。また、スタートピスト
ル用雷管の屑等も練習後に必ずお持ち帰りください。

　12　設置したテント・シートはお帰りの際には必ず撤収してください。
　13 　グラウンド及びアリーナ内での飲食はご遠慮ください。（水・お茶などは可）飲食

を伴うイベント等を実施する際には、シート類により床面を覆ってください。
　14　その他ご不明な点は、受付にお問い合わせください。

　　※　利用方法等を守られない場合には、利用をご遠慮願う場合もあります。
　　※　ルールを守って、皆様が気持ちよく利用できますようにご協力をお願いいたします。
　　※　施設内での事故、盗難、破損等のトラブルにつきましては、一切の責任を負いかねます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中野市ふるさと交流拠点施設　指定管理者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一般財団法人信州なかの産業・観光公社
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用器具貸出のご案内

貸出用器具・料金等一覧表
１　フィールド

用器具名 貸出可能台数 使用料金（回） 備　考

スターテイングブロック ３台 200 円 / 台

ハードル（10 台 1 セット） １セット 200 円 / セット

踏切板（レーキ等付き） ２台 200 円 / セット

サッカー １組 300 円 / 組

フットサル １組 300 円 / 組

用器具名 貸出可能台数 使用料金（回） 備　考

バスケット １組 500 円 / 組

バドミントン 3 組 100 円 / 組

バレーボール ２組 300 円 / 組

卓球台 ２組 100 円 / 組

フットサル １組 300 円 / 組

２　アリーナ

•  
 

　利用希望者多数の場合は、共用で使用してください。ただし、料金はチーム等貸出単
位毎に使用料をいただきます。この場合の用器具の返却は、最終使用者において行って
ください。

•  
 

　用器具の貸出単位は１回当たりです。昼食等で施設を離れる場合は、用器具を一旦返
却してください。同日、再び用器具を使用する場合は、再度料金をいただきます。

•
 

　ボール・ラケット・シャトルは貸し出しません。

中野市ふるさと交流拠点施設　指定管理者
一般財団法人信州なかの産業・観光公社


